
11　 広報かねがさき●令和 2年 11月

マンスリートピックス

保健福祉センターからのお知らせ

保健情報 保健福祉センター　☎44-4560　℻  44-4337
金ケ崎町西根鑓水 98　　e-mail：hofuku@town.kanegasaki.iwate.jp

まだ間に合います！個別がん検診実施中！
　今年度のがん検診をまだ受けていない人は、今す
ぐお申し込みください。
■検診期間　12 月 23 日㈬までの月・火・水曜日
および 12月 19日㈯
■申込期限　12月 11日㈮
■申込先および検診会場　
岩手県予防医学協会県南センター（☎ 44-5714、
申込受付時間：平日午前 9時～午後 5時）
■注意事項　
①今年度、町の検診を既に受けた人、職場や人間ドッ
ク等で受けた人は対象外です
②子宮頸がん検診および乳がん検診は 2年に 1回
の検診のため、令和元年度に受診した人は対象外で
す

　　　　　　

検診種別 対象者（令和 3年 4月
1日時点の満年齢） 検診料金

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 500円

乳がん検診 40歳以上の女性 1,300 円

胃がん検診

40歳以上の人

500円

大腸がん検診 500円

肺がん検診およ
び結核定期健診 無料

■検診対象者および検診料金

福祉懇談会を開催します
■開催日時・場所

開催日 時間 場所

12 月 15日㈫ 午前 10時
～ 11時 30分

西部地区生涯教育セ
ンター　多目的室

12月 15日㈫ 午後 1時 30分
～ 3時

南方地区生涯教育セ
ンター　研修室 1

12月 17日㈭ 午前 10時
～ 11時 30分

北部地区生涯教育セ
ンター　会議室

12月 17日㈭ 午後 1時 30分
～ 3時

三ケ尻地区生涯教育
センター　会議室

12月 22日㈫ 午前 10時
～ 11時 30分

永岡地区生涯教育セ
ンター　ふれあい
ホール

12月 22日㈫ 午後 1時 30分
～ 3時

街地区生涯教育セン
ター　多目的室

　町と町社会福祉協議会は、地域の情報や課題を
把握し、地域の実情に沿った課題解決に向け、そ
れぞれが果たす役割等を理解するため、福祉懇談
会を開催します。どなたでも参加できます。皆さ
んの参加をお待ちしています。
■説明内容（予定）
①町保健福祉センター
▶生活圏ごとの人口の推移
▶福祉関係予算・決算額の推移
▶第 2期金ケ崎町地域福祉計画の総括と次期計
画について
②町社会福祉協議会
▶社会福祉協議会の事業概要について
▶第 2期金ケ崎町地域福祉活動計画の総括と次
期計画について
■その他　新型コロナウイルス感染症対策のた
め、マスクの着用をお願いします
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【中小企業・小規模事業者・個人事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響に係る
令和３年度の固定資産税の軽減措置について
　町は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業等に対し、その事業者の
所有する「事業用家屋」、「償却資産」に係る令和3年度の固定資産税を、事業収入の減少率に応じて軽
減します。なお、事業用であっても、土地は軽減の対象外となります。

■軽減対象者　
　令和 2年 2月～ 10月までの任意の連続する 3カ月間の事業収入の合計額が、前年の同時期と比較
して 30％以上減少している中小企業者・小規模事業者および個人事業主　　　　　　

個人の場合 常時使用する従業員数が 1,000 人以下であること

法人の場合
①資本金の額または出資金の額が 1億円以下の法人
②資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が 1,000 人以下の法人
※①および②の要件を満たすこと

■軽減措置の対象となる税金　事業用家屋および償却資産に対する令和 3年度分の固定資産税

■固定資産税の軽減率　　　　　　

令和 2年（2020年）2月～ 10月までの任意の連続する
3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率 軽減率

50％以上 全額

30％以上 50％未満 1/2

■申請方法　軽減申告書を役場税務課に提出
　なお、軽減申告書を町役場に提出する前に、認定経営革新等支援機関等で申告内容を確認してもら
う必要があります。
▶金ケ崎町における認定経営革新等支援機関等は金ケ崎町商工会です。
▶詳細については、町ホームページをご確認ください（軽減申告書様式につい
ても、町ホームページから取得してください）。
■軽減申告期間　令和 3年 1月 4日㈪～ 2月 1日㈪

問　税務課（内線 2114）

まちからのお知らせ
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